平成２４年８月１５日

施設長各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
健康福祉局障害支援課長

平成２３年度における福祉施設の利用者の一般就労への移行等の

実績について（依頼）

　日ごろから障害福祉行政の推進に御尽力いただき、感謝申しあげます。

さて件名につきまして、神奈川県より福祉施設の利用者の一般就労への移行についての調査依頼がありました。

昨年度と同様、県内の福祉施設を対象に、別紙の調査表により、平成２３年度における福祉施設の利用者の一般就労への移行実績及び労働施策による支援の利用実績を把握するとのことです。

つきましては、横浜市内の事業者各位におかれましては、横浜市で回答を取りまとめますので、下記の通り、調査票へのご回答をお願いいたします。

【期限】平成２４年８月２３日（木）１７時まで必着
【提出先】横浜市健康福祉局障害支援課事業支援係
　　　　　kf-syoshien@city.yokohama.jp

※期限必着で電子メールによりお送りください。

【提出物】別紙１（エクセルファイル）

※記入要領、記入例をご確認の上ご記入ください。

なお、県全体の集計結果につきましては、各市町村に情報提供するとともに、公表する予定であることを申し添えます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市健康福祉局障害支援課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業支援係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話（０４５）６７１－３６０７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ（０４５）６７１－３５６６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kf-syoshisetsu@city.yokohama.jp
【留意事項】
１　調査対象施設
　　調査対象施設は、（１）及び（２）の施設（事業所）とします。
（１）平成23年度末までの経過措置により運営されている旧体系施設（入所・通所）

　　ア　身体障害者施設

　更生施設、療護施設、授産施設、福祉工場、小規模通所授産施設

　　イ　知的障害者施設

　　　　更生施設、授産施設、福祉工場、小規模通所授産施設

　　ウ　精神障害者施設

　　　　生活訓練施設、授産施設、小規模通所授産施設

（２）新体系の障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所

　　　障害者自立支援法に基づく指定を受けた新体系の障害者支援施設又は障害福祉サービス事業所（就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）、自立訓練事業（機能訓練・生活訓練）又は生活介護事業を行う事業所に限る。）

· 上記の施設うち、平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に開所されているすべての事業所が対象です。
· 障害者地域作業所、地域活動支援センター等、上記（１）、（２）以外の施設等は対象外とします。
２　提出していただく調査結果
· ２別紙１(事業者記入用)調査表.xls
※記入要領、記入例をご確認の上ご記入ください。







